
寒河江市教育委員会訓令第２号 

 

寒河江市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 令和６年３月２２日 

 

寒河江市教育委員会教育長  佐 藤 志 津 男   

 

 

 

寒河江市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令 

 

寒河江市教育委員会公印規程（平成６年教育委員会訓令第１号）の一部を次

のように改正する。 

別表中 

「 

寒河江市勤労

青少年ホーム

館長之印 

古印 方18㎜ 勤労青少年ホー

ム館長名をもっ

てする文書 

勤労青少年ホー

ム館長 

１ 

寒河江市立図

書館長印 

てん書 方18㎜ 図書館長名をも

ってする文書 

図書館長 １ 

」を 

 

 

 



「 

寒河江市勤労

青少年ホーム

館長之印 

古印 方18㎜ 勤労青少年ホー

ム館長名をもっ

てする文書 

勤労青少年ホー

ム館長 

１ 

」に 

改める。 

附 則 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 


